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(57)【要約】
【課題】車種や仕様の違いで、コンポーネント数が増え
たとしても、新たにコネクタ形状（構造体全体、バスバ
ー、ヒューズ等）を変更する必要がなく、設計工数の削
減、製造コストの削減を図ることができるコネクタ構造
体及び電動車両を提供する。
【解決手段】コネクタ構造体１０Ａは、正極側分岐部３
２ｐ及び負極側分岐部３２ｎと複数のヒューズ４２Ａ、
４２Ｂとを収容する筐体１２を有する。コネクタ構造体
１０Ａは、電力変換装置又はバッテリの筐体に取り付け
られている。複数の第２のコネクタは、電力変換装置又
はバッテリの筐体の外側に位置している。
【選択図】図１



(2) JP 2019-21639 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動車両に設置されるコネクタ構造体であって、
　正極端子及び負極端子をそれぞれ有する複数のコネクタと、
　前記複数のコネクタの前記正極端子間と、前記負極端子間とをそれぞれ電気的に接続す
るコネクタ間導電部材と、
　を有し、
　前記複数のコネクタは、
　電源側に接続される第１のコネクタと、
　前記電源の負荷となる機器側に接続される複数の第２のコネクタと、を備え、
　前記コネクタ間導電部材は、
　前記第１のコネクタの前記正極端子及び前記負極端子から、前記複数の第２のコネクタ
の前記正極端子及び前記負極端子へそれぞれ分岐する正極側分岐部及び負極側分岐部と、
　前記正極側分岐部及び前記負極側分岐部から、前記複数の第２のコネクタの前記正極端
子及び前記負極端子へそれぞれ延出する複数の正極側導電部材及び複数の負極側導電部材
と、を備え、
　それぞれの前記複数の第２のコネクタと、前記正極側分岐部及び前記負極側分岐部の内
の少なくとも一方との間に、複数のヒューズが接続されており、
　前記コネクタ構造体は、前記正極側分岐部及び前記負極側分岐部と前記複数のヒューズ
とを収容する筐体を有し、
　前記コネクタ構造体は、電力変換装置又はバッテリの筐体に取り付けられており、
　前記複数の第２のコネクタは、前記電力変換装置又は前記バッテリの筐体の外側に位置
していることを特徴とするコネクタ構造体。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタ構造体において、
　前記筐体に装着された第１接続端子及び第２接続端子を備え、
　前記第１接続端子は、前記正極側導電部材又は前記負極側導電部材に接続されており、
　前記第２接続端子は、前記第２のコネクタの前記正極端子又は前記負極端子に接続され
ており、
　前記ヒューズは前記第１接続端子と前記第２接続端子に差し込まれ、且つ、前記第１接
続端子と前記第２接続端子とに電気的に接続されていることを特徴とするコネクタ構造体
。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のコネクタ構造体において、
　前記筐体は、
　前記正極側分岐部及び前記負極側分岐部を収容する第１筐体と、
　前記複数のヒューズを収容する第２筐体とを、有することを特徴とするコネクタ構造体
。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタ構造体において、
　前記第１筐体と前記第２筐体とが分割可能であることを特徴とするコネクタ構造体。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のコネクタ構造体において、
　前記複数のヒューズは、前記複数の第２のコネクタの前記正極端子及び前記負極端子の
内の一方と、前記複数の正極側導電部材及び前記複数の負極側導電部材の内の一方との間
に接続されており、
　前記複数のヒューズは、前記複数の正極側導電部材及び前記複数の負極側導電部材と交
差する方向に配置されていることを特徴とするコネクタ構造体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のコネクタ構造体において、
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　少なくとも１つの前記コネクタの電極導電部は、取り付け方向に延びる筒状であって、
且つ、前記取り付け方向に延びる切欠きを有する筒状部と、
　前記筒状部における前記切欠きの部分から外方に延びる延出部と、を有し、
　前記延出部と前記コネクタ間導電部材とが電気的に接続されていることを特徴とするコ
ネクタ構造体。
【請求項７】
　請求項６記載のコネクタ構造体において、
　前記筒状部の端部は、前記取り付け方向と直交する方向に広がり、且つ、相手側コネク
タの電極導電部の端部が挿通される拡開部を有することを特徴とするコネクタ構造体。
【請求項８】
　請求項７記載のコネクタ構造体を少なくとも２つ有し、
　一方の前記コネクタ構造体における前記筒状部の前記拡開部に、他方の前記コネクタ構
造体における前記筒状部の前記拡開部とは反対側の端部が挿通され、電気的に接続されて
いることを特徴とするコネクタ構造体。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のコネクタ構造体において、
　前記複数のコネクタのうち、使用されないコネクタを除く１以上のコネクタは、外周を
保護するハウジングが装着され、
　前記複数のコネクタのうち、前記使用されないコネクタは、予め前記ハウジングの代わ
りにカバーが装着されていることを特徴とするコネクタ構造体。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のコネクタ構造体を有する電動車両において、
　前記コネクタ構造体は、前記電力変換装置の車両前後方向後面に設けられていることを
特徴とする電動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば車両に設置され、補機へ電力供給するコネクタ構造体及び該コネクタ
構造体が設置された電動車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、複数のコネクタを容易に嵌合離脱させ、しかもコネクタ内のヒューズ
交換を容易に行わせることを課題としている。
【０００３】
　当該課題を解決するため、特許文献１では、一方のコネクタ群にコネクタ嵌合方向に移
動自在に設けられ、他方のコネクタ群に対する仮係止手段を有するスライド構造体と、ス
ライド構造体に螺挿され、一方のコネクタ群に対してスライド構造体をコネクタ嵌合方向
に移動可能なボルトとを備える構造を採用する。
【０００４】
　そして、一方のコネクタ群側のフック部の内側に、ボルト先端側の駆動プレートを位置
させている。フック部を有する内側カバー部材を一方のコネクタ群側に着脱可能に固定し
、内側カバー部材の内側でコネクタ群にヒューズを装着している。スライド構造体を、仮
係止手段を有する仮係止用フレームと、ボルトを有して仮係止用フレームに回動自在に連
結された外側カバー部材とで構成している。
【０００５】
　特許文献２では、コネクタを取り外すだけで、サービスカバーを取り外す手間が無く、
サービスカバーとサービスカバー用のインターロック回路等の部品の削減が可能なヒュー
ズ内蔵型コネクタを提供することを課題としている。
【０００６】
　当該課題を解決するため、特許文献２では、ヒューズ内蔵型コネクタのハウジングは、



(4) JP 2019-21639 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

メスコネクタに接続するオス極側に開口部を有する。開口部にヒューズと、インバータ接
続端子と、オスコネクタの取り外しを検出して通電を遮断するためのインターロック端子
と、を有する。
【０００７】
　ハウジングは、バッテリに接続されている正極バッテリケーブル及び負極バッテリケー
ブルと、バッテリケーブルから分岐して電動エアコンに接続されている正極Ａ／Ｃケーブ
ル及び負極Ａ／Ｃケーブルと、を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３８４３０７４号公報
【特許文献２】特開２０１２－１５５９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、ＨＥＶ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ：ハイブリッド
電気自動車）、ＰＨＥＶ（Ｐｌｕｇ－ｉｎ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉ
ｃｌｅ：プラグイン・ハイブリッド電気自動車）、ＢＥＶ（Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ：電気自動車）等の車種の違いや、同車種内でも二輪駆動、四輪
駆動等の仕様の違いによって、電力供給対象のコンポーネント（補機）の数が異なる。
【００１０】
　特許文献１及び２では、車両のコンポーネント数が増えた場合、新たにコネクタ群（カ
バー、シールドシェル、バスバ、取付点等）について設計し直す必要があり、設計工数の
増大や在庫管理工数の増大、製造工数の増大等を招くおそれがある。また、コネクタ嵌合
構造全体のサイズが大きいという問題もある。
【００１１】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、車種や仕様の違いで、コ
ンポーネント数が増えたとしても、新たにコネクタ形状（構造体全体、バスバー、ヒュー
ズ等）を変更する必要をなくす、若しくは形状変更を少なくし、設計工数の削減、製造コ
ストの削減を図ることができるコネクタ構造体及び電動車両を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
［１］　第１の本発明に係るコネクタ構造体は、電動車両に設置されるコネクタ構造体で
あって、複数のコネクタと、前記複数のコネクタ間を電気的に接続するコネクタ間導電部
材と、前記コネクタ間導電部材を収容する筐体と、を有し、前記複数のコネクタのうち、
使用されないコネクタはカバーされていることを特徴とする。
【００１３】
　予めコネクタを多く設けておくことで、車種や仕様の違いで、コンポーネント数が増え
たとしても、新たにコネクタ形状（構造体全体、バスバー、ヒューズ等）を変更する必要
をなくす、若しくは形状変更を少なくし、設計工数の削減、製造コストの削減を図ること
ができる。
【００１４】
　コンポーネント数が少ない車種では、使用されないコネクタが存在することになるが、
使用されないコネクタにカバーをすることで、防水・防塵効果を得ることができる。
【００１５】
［２］　第１の本発明において、前記コネクタ間導電部材は、第１の前記コネクタの第１
電極導電部と電気的に接続されている第１導電部材と、第２の前記コネクタの第２電極導
電部と電気的に接続されている第２導電部材と、前記第１導電部材に設けられた第１接続
端子と、前記第２導電部材に設けられた第２接続端子と、を有し、前記第１接続端子と前



(5) JP 2019-21639 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

記第２接続端子にヒューズが差し込まれ、且つ、電気的に接続されていてもよい。
【００１６】
　第１接続端子と第２接続端子との間に、ヒューズを差し込み方式で電極的に接続するこ
とで、ヒューズの取り付けが容易になる。また、ボルト等を用いた電気的接続よりもコン
パクトとなり、コネクタ構造体全体の小型化を図ることができる。
【００１７】
［３］　第１の本発明において、前記筐体は、少なくとも前記コネクタを支持する第１筐
体と、少なくとも前記ヒューズを支持する第２筐体とを、少なくとも有し、前記第１筐体
と前記第２筐体とが分割可能であってもよい。
【００１８】
　コネクタを支持する第１筐体と、ヒューズを支持する第２筐体とを分割可能とすること
で、製造時に、第１導電部材と第２導電部材との電気的接続が容易になる。
【００１９】
［４］　第１の本発明において、少なくとも１つの前記コネクタの電極導電部は、取り付
け方向に延びる筒状であって、且つ、前記取り付け方向に延びる切欠きを有する筒状部と
、前記筒状部における前記切欠きの部分から外方に延びる延出部と、を有し、前記延出部
と前記コネクタ間導電部材とが電気的に接続されていてもよい。
【００２０】
　コネクタの電極導電部を筒状とし、且つ、取り付け方向に延びる切欠きを設けることで
、筒状の電極導電部に相手側コネクタの電極導電部を取り付ける際に、筒状の電極導電部
が径方向に拡張するように弾性変形することから、筒状の電極導電部に相手側コネクタの
電極導電部を容易に取り付けることができる。これは、筒状の電極導電部を相手側コネク
タの電極導電部に取り付ける場合も同様である。
【００２１】
　また、電極導電部の切欠きの部分から延出する延出部を設けることで、延出部とコネク
タ間導電部材とを容易に接続することができる。
【００２２】
　この場合、上述したように、コネクタの電極導電部を筒状とし、且つ、取り付け方向に
延びる切欠きを設けているため、延出部とコネクタ間導電部材とを接続した後、筒状の電
極導電部に相手側コネクタの電極導電部を取り付ける際に、コネクタ間導電部材が接続さ
れた延出部を基点として、筒状の電極導電部が径方向に拡張するように弾性変形すること
から、筒状の電極導電部に相手側コネクタの電極導電部を容易に取り付けることができる
。
【００２３】
［５］　第１の本発明において、前記筒状部の端部は、前記取り付け方向と直交する方向
に広がり、且つ、相手側コネクタの電極導電部の端部が挿通される拡開部を有してもよい
。
【００２４】
　相手側コネクタの電極導電部の端部を筒状部の拡開部に挿通することで、ボルト接続等
を用いることなく、当該コネクタと相手側コネクタとの接続ができ、部品点数の削減、接
続作業の簡単化を図ることができる。
【００２５】
［６］　第１の本発明において、［５］に記載のコネクタ構造体を少なくとも２つ有し、
一方の前記コネクタ構造体における前記筒状部の前記拡開部に、他方の前記コネクタ構造
体における前記筒状部の前記拡開部とは反対側の端部が挿通され、電気的に接続されてい
てもよい。
【００２６】
　電動車両に搭載される補機の数の増加を想定して、コネクタの数を予め多く設ける方法
も有効であるが、その他、一方のコネクタ構造体における筒状部の拡開部に、他方のコネ
クタ構造体における筒状部の拡開部とは反対側の端部を挿通し、電気的に接続することで
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、コネクタの数を容易に増加させることができる。
【００２７】
［７］　第１の本発明において、前記コネクタの電極導電部若しくは前記相手側コネクタ
の電極導電部の一方は、取り付け方向に延びる板状の第１バスバと、前記第１バスバに設
けられた孔と、を有し、前記コネクタの電極導電部若しくは前記相手側コネクタの電極導
電部の他方は、前記取り付け方向に延びる第２バスバと、前記第２バスバの板面から一方
向に立ち上がる第１傾斜部と、前記第１傾斜部の頂部から前記第２バスバの前記板面に向
かって延びる第２傾斜部と、を有し、前記第２バスバの前記板面と前記第２傾斜部とで、
前記第１バスバを挟持してもよい。
【００２８】
　コネクタと相手側コネクタとを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させること
で、強固に接続することができる。コネクタから相手側コネクタを外す場合は、上述と同
様に、コネクタと相手側コネクタとを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させる
ことで、容易に取り外すことができる。
【００２９】
［８］　第１の本発明において、前記コネクタ若しくは前記筐体の一方は、取り付け方向
に延びる板状の第１バスバと、前記第１バスバに設けられた孔と、を有し、前記コネクタ
若しくは前記筐体の他方は、前記取り付け方向に延びる第２バスバと、前記第２バスバの
板面から一方向に立ち上がる第１傾斜部と、前記第１傾斜部の頂部から前記第２バスバの
前記板面に向かって延びる第２傾斜部と、を有し、前記第２バスバの前記板面と前記第２
傾斜部とで、前記第１バスバを挟持してもよい。
【００３０】
　筐体とコネクタとを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させることで、コネク
タを筐体に強固に接続することができる。筐体からコネクタを外す場合は、上述と同様に
、筐体とコネクタとを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させることで、容易に
取り外すことができる。ボルト等の締結部材を使用することなく、コネクタと筐体とを接
続固定することができ、部品点数の削減、接続作業の簡単化を図ることができる。
【００３１】
［９］　第１の本発明において、前記第１傾斜部と前記第２傾斜部は、前記第２バスバと
一体に形成されていてもよい。第２バスバに対する打抜き加工によって、第２バスバに第
１傾斜部と第２傾斜部を容易に形成することができ、コスト削減に寄与する。
【００３２】
［１０］　第１の本発明において、前記複数のコネクタのうち、前記使用されないコネク
タを除く１以上のコネクタは、外周を保護するハウジングが装着され、前記複数のコネク
タのうち、前記使用されないコネクタは、予め前記ハウジングの代わりに前記カバーが装
着されてもよい。これにより、前記使用されないコネクタはハウジングを必要とすること
なく、部品点数の削減を図ることができる。
【００３３】
［１１］　第２の本発明に係る電動車両は、第１の本発明に係るコネクタ構造体を具備す
る。これにより、電動車両に搭載される補機の数に応じて、コネクタ構造体に設置される
コネクタの数を容易に増減することができ、補機の数が多い車種にも容易に対応すること
ができる。
【００３４】
［１２］　第２の本発明において、前記コネクタ構造体は、電力変換装置又はバッテリの
筐体に取り付けられていてもよい。電力変換装置又はバッテリに直接取り付けることで、
部品点数の削減が可能となる。また、車種違いでもコネクタ形状の共用化が可能であり、
高電圧筐体の取り付け点も共用可能となる。その結果、高電圧筐体設計の工数の削減が可
能となる。
【００３５】
［１３］　第２の本発明において、前記コネクタ構造体は、前記電力変換装置の車両前後
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方向後面に設けられていてもよい。コネクタ構造体は、複数の高電圧コネクタが接続され
る。コネクタ構造体を電力変換装置の後面に設けることで、前面衝突が起こった場合でも
、コネクタ構造体の破断や、コネクタ嵌合が外れて高電圧部が露出することを補強材等の
削減を図りつつ効果的に防ぐことができる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明に係るコネクタ構造体及び電動車両によれば、車種や仕様の違いで、コンポーネ
ント数が増えたとしても、新たにコネクタ形状（構造体全体、バスバー、ヒューズ等）を
変更する必要がなく、設計工数の削減、製造コストの削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】第１の実施の形態に係るコネクタ構造体（第１コネクタ構造体）の構造を示す断
面図である。
【図２】第１コネクタ構造体を背面から見て示す図であり、特に、コネクタ筐体を外して
示す。
【図３】第１コネクタ構造体の分解斜視図である。
【図４】第１電極導電部材（第１正極導電部材及び第１負極導電部材）を示す斜視図であ
る。
【図５】使用されないコネクタに対してハウジングの代わりにカバーを取り付けた例を示
す断面図である。
【図６】第２の実施の形態に係るコネクタ構造体（第２コネクタ構造体）の構造を示す断
面図である。
【図７】比較例に係る電動車両の配電分岐構造を示す説明図である。
【図８】実施例に係る電動車両の配電分岐構造を示す説明図である。
【図９】図９Ａ及び図９Ｂは、通常の取付側コネクタと被取付側コネクタとの電気的接続
方法を示す説明図である。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｃは第３の実施の形態に係るコネクタ構造体（第３コネクタ
構造体）による取付側コネクタと被取付側コネクタとの電気的接続方法を示す説明図であ
る。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｃは第４の実施の形態に係るコネクタ構造体（第４コネクタ
構造体）による筐体と被取付側コネクタとの電気的接続方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明に係るコネクタ構造体及び電動車両の実施の形態例を図１～図１１Ｃを参
照しながら説明する。
【００３９】
　図１は、第１の実施の形態に係るコネクタ構造体（以下、第１コネクタ構造体１０Ａと
記す）の構造を示す断面図（図２におけるＩ－Ｉ線上の断面図）である。図２は、第１コ
ネクタ構造体１０Ａを背面から見て示す図であり、特に、後述するコネクタ筐体１２を外
して示す。図３は、第１コネクタ構造体１０Ａの分解斜視図である。
【００４０】
　この第１コネクタ構造体１０Ａは、例えばハイブリッド車両、プラグインハイブリッド
車両、電気自動車、燃料電池車両等の電動車両１００に設置され、高圧系の補機（コンポ
ーネント）への電力供給を行うコネクタ構造体である。補機としては、例えば水加熱ヒー
タ、Ａ／Ｃ電動コンプレッサ、ＰＨＥＶ等に設けられる充電器や、急速充電器、非接触充
電整流器等が挙げられる。
【００４１】
　第１コネクタ構造体１０Ａは、具体的には、外形が例えば樹脂製のコネクタ筐体１２と
、コネクタ筐体１２に取り付けられた３つの被取付側コネクタ（第１被取付側コネクタ１
４Ａ～第３被取付側コネクタ１４Ｃ）と、図示しない電力変換装置（ＰＣＵ）又はバッテ
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リからの高電圧電線が接続される高電圧接続部１６とを有する。
【００４２】
　コネクタ筐体１２は、例えば直方体状に形成され、例えば電動車両１００の後方を向く
前面には、第１被取付側コネクタ（第１のコネクタ）１４Ａ、第２被取付側コネクタ（第
２のコネクタ）１４Ｂ及び第３被取付側コネクタ（第２のコネクタ）１４Ｃを取り付ける
ための第１挿入口１８Ａ、第２挿入口１８Ｂ及び第３挿入口（図示せず）が形成されてい
る。電動車両１００の前方を向く後面には、高電圧接続部１６を取り付けるための第４挿
入口１８Ｄが形成されている。
【００４３】
　なお、実施例の第１被取付側コネクタ１４Ａ～第３被取付側コネクタ１４Ｃは、電動車
両１００の後方を向くように設けられているが、コネクタ筐体１２の上下面や側面（電動
車両１００の高さ方向の面や幅方向の面）に設けても良い。また、被取付側コネクタの数
は、２個以上であれば良いが、３個以上設けることが望ましい。
【００４４】
　コネクタ筐体１２は、コネクタの取付方向（電動車両１００の前後方向：図１及び図２
において、Ａで示す方向）に２つに分離、すなわち、前面側の第１筐体１２Ａと後面側の
第２筐体１２Ｂに分離できるようになっている。つまり、第１筐体１２Ａ及び第２筐体１
２Ｂは取付方向に着脱自在となっている。この着脱機構としては、例えば第２筐体１２Ｂ
の端面（第１筐体１２Ａと対向する端面）に設けられた複数の係合凹部２０と、第１筐体
１２Ａの端面（第２筐体１２Ｂと対向する端面）に設けられ、上記係合凹部２０に挿入さ
れる係合突起２２とを有する。
【００４５】
　そして、第１筐体１２Ａと第２筐体１２Ｂとを分離する場合は、第１筐体１２Ａの側面
のうち、端面に近接する部分を内方に押圧することで、係合突起２２を係合凹部２０から
離間することで、容易に第１筐体１２Ａを第２筐体１２Ｂから分離、あるいは、第２筐体
１２Ｂを第１筐体１２Ａから分離することができる。反対に、第１筐体１２Ａの端面と第
２筐体１２Ｂの端面を対向させ、互いに接近する方向に押圧することで、第１筐体１２Ａ
の係合突起２２が第２筐体１２Ｂの係合凹部２０に入り込み、容易に第１筐体１２Ａを第
２筐体１２Ｂに装着、あるいは、第２筐体１２Ｂを第１筐体１２Ａに装着することができ
る。
【００４６】
　また、第１被取付側コネクタ１４Ａは、コネクタ筐体１２の第１挿入口１８Ａに装着さ
れ、電動車両１００の前後方向に向かって延びる２本の筒状の第１支持部材２４Ａと、各
第１支持部材２４Ａ内に挿通された第１電極導電部材２６Ａ（第１正極導電部材２６Ａｐ
及び第１負極導電部材２６Ａｎ）とを有する。
【００４７】
　第１電極導電部材２６Ａ（第１正極導電部材２６Ａｐ及び第１負極導電部材２６Ａｎ）
は、図４に示すように、取り付け方向に延びる筒状であって、且つ、取り付け方向に延び
る切欠き２８を有する筒状部３０と、該筒状部３０における切欠き２８の部分から外方に
延びる延出部３２（正極側延出部（正極側分岐部）３２ｐ及び負極側延出部（負極側分岐
部）３２ｎ）とを有する。正極側延出部３２ｐは矩形状を有し、負極側延出部３２ｎはＬ
字状を有する。筒状部３０の端部には、取り付け方向と直交する方向に広がり、且つ、取
付側コネクタ３４の電極導電部３６（図１において、二点鎖線で示す）の端部が挿通され
る拡開部３８を有する。
【００４８】
　第２被取付側コネクタ１４Ｂは、コネクタ筐体１２の第２挿入口１８Ｂに装着され、電
動車両１００の前後方向に向かって延びる例えば樹脂製の第２支持部材２４Ｂと、第２支
持部材２４Ｂに装着された第２電極導電部材２６Ｂ（第２正極導電部材２６Ｂｐ）と、第
２正極導電部材２６Ｂｐから奥行方向に延在する第２正極導電板５４Ｂｐ（図３参照）と
、第２支持部材２４Ｂの周囲に装着された例えば樹脂製のハウジング４０とを有する。第
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２正極導電板５４Ｂｐの後端部は第２筐体１２Ｂまで延在されている。
【００４９】
　第３被取付側コネクタ１４Ｃも、上述した第２被取付側コネクタ１４Ｂと同様の構成を
有し、コネクタ筐体１２の第３挿入口（図示せず）に装着された例えば樹脂製の第３支持
部材２４Ｃと、第３支持部材２４Ｃの前後方向に装着されたコネクタ間導電部材である第
３電極導電部材２６Ｃ（第３正極導電部材２６Ｃｐ）と、第３正極導電部材２６Ｃｐから
奥行方向に延在する第３正極導電板５４Ｃｐ（図３参照）と、第３支持部材２４Ｃの周囲
に装着された例えば樹脂製のハウジング４０とを有する。第３正極導電板５４Ｃｐの後端
部も第２筐体１２Ｂまで延在されている。
【００５０】
　上述した第１支持部材２４Ａ～第３支持部材２４Ｃは、取付側コネクタ３４を奥行方向
に挿入できるように、各先端部に開口４１が形成されている。
【００５１】
　一方、第２筐体１２Ｂは、その後部に第１ヒューズ４２Ａと第２ヒューズ４２Ｂを収容
するヒューズ収容部４４（図１参照）を有する。ヒューズ収容部４４の後部には、後部カ
バー４６が着脱自在に取り付けられている。従って、ヒューズ収容部４４の後部カバー４
６を取り外すことで、容易に第１ヒューズ４２Ａと第２ヒューズ４２Ｂをヒューズ収容部
４４に収容することができる。
【００５２】
　また、ヒューズ収容部４４の前部（第１筐体１２Ａとの境界）には、第１筐体１２Ａに
連通し、第１ヒューズ４２Ａの一対のリード端子４８Ａａ及び４８Ａｂ並びに第２ヒュー
ズ４２Ｂの一対のリード端子４８Ｂａ及び４８Ｂｂがそれぞれ挿通可能な４つの貫通孔５
０（図３参照）が形成されている。
【００５３】
　つまり、第１ヒューズ４２Ａ及び第２ヒューズ４２Ｂをヒューズ収容部４４に収容する
場合、第１ヒューズ４２Ａの一対のリード端子４８Ａａ及び４８Ａｂ並びに第２ヒューズ
４２Ｂの一対のリード端子４８Ｂａ及び４８Ｂｂを第１筐体１２Ａ側に向けると共に、第
１ヒューズ４２Ａの一対のリード端子４８Ａａ及び４８Ａｂ並びに第２ヒューズ４２Ｂの
一対のリード端子４８Ｂａ及び４８Ｂｂをそれぞれ対応する貫通孔５０に挿通することで
、第１ヒューズ４２Ａ及び第２ヒューズ４２Ｂをヒューズ収容部４４に収容することがで
きる。
【００５４】
　上述した第１被取付側コネクタ１４Ａの第１正極導電部材２６Ａｐには、正極側延出部
３２ｐに一体に設けられた第１正極導電板５２Ａｐを有する。第１正極導電板５２Ａｐは
、正極側延出部３２ｐに設けられた正極側長尺部位５４ｐを有する。この正極側長尺部位
５４ｐは、一方の端部が第１ヒューズ４２Ａと対向し、他方の端部が第２ヒューズ４２Ｂ
と対向する。正極側長尺部位５４ｐの一方の端部には、一体に設けられたＬ字状の第１正
極側屈曲部位５６ｐａを有し、正極側長尺部位５４ｐの他方の端部には、一体に設けられ
たＬ字状の第２正極側屈曲部位５６ｐｂを有する。第１正極側屈曲部位５６ｐａは正極側
長尺部位５４ｐの一方の端部から上方に立ち上がる第１正極側立ち上がり部位５８ｐａと
、該第１正極側立ち上がり部位５８ｐａから後方に延在する第１正極側接続部位（正極側
導電部材）６０ｐａとを有する。同様に、第２正極側屈曲部位５６ｐｂは正極側長尺部位
５４ｐの他方の端部から上方に立ち上がる第２正極側立ち上がり部位５８ｐｂと、該第２
正極側立ち上がり部位５８ｐｂから後方に延在する第２正極側接続部位（正極側導電部材
）６０ｐｂとを有する。
【００５５】
　第１被取付側コネクタ１４Ａの第１負極導電部材２６Ａｎには、Ｌ字状の負極側延出部
３２ｎに一体に設けられた第１負極導電板５２Ａｎを有する。第１負極導電板５２Ａｎは
、上方に立ち上がるＬ字状導電部位６２と、Ｌ字状導電部位６２に一体に設けられた負極
側長尺部位５４ｎとを有する。負極側長尺部位５４ｎの一方の端部には、一体に設けられ
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たＬ字状の第１負極側屈曲部位５６ｎａを有し、負極側長尺部位５４ｎの他方の端部には
、一体に設けられたＬ字状の第２負極側屈曲部位５６ｎｂを有する。第１負極側屈曲部位
５６ｎａは負極側長尺部位５４ｎの一方の端部から上方に立ち上がる第１負極側立ち上が
り部位５８ｎａと、該第１負極側立ち上がり部位５８ｎａから後方に延在する第１負極側
接続部位（負極側導電部材）６０ｎａとを有する。同様に、第２負極側屈曲部位５６ｎｂ
は負極側長尺部位５４ｎの他方の端部から上方に立ち上がる第２負極側立ち上がり部位５
８ｎｂと、該第２負極側立ち上がり部位５８ｎｂから後方に延在する第２負極側接続部位
（負極側導電部材）６０ｎｂとを有する。第１負極側接続部位６０ｎａの端部は第３被取
付側コネクタ１４Ｃの内部まで挿通され、第２負極側接続部位６０ｎｂの端部は第２被取
付側コネクタ１４Ｂの内部まで挿通されている。
【００５６】
　さらに、第２筐体１２Ｂの第１筐体１２Ａ側の面には、各貫通孔５０に対応してそれぞ
れ例えば金属製の接合端子６４ａ～６４ｄが取り付けられている。例えば接合端子６４ａ
は、第１ヒューズ４２Ａのリード端子４８Ａａと第３被取付側コネクタ１４Ｃの第３正極
導電板５４Ｃｐとが両方向から挿入されることで、これらの端子を電気的に接続する。こ
れは、他の接合端子６４ｂ～６４ｄについても同様である。
【００５７】
　そして、この第１コネクタ構造体１０Ａは、図１に示すように、電動車両１００に設置
された電力変換装置（ＰＣＵ）又はバッテリの筐体７０に取り付けられ、電力変換装置（
ＰＣＵ）又はバッテリからの高電圧電線（図示せず）が高電圧接続部１６に接続される。
第１コネクタ構造体１０Ａを電力変換装置に取り付ける場合、電力変換装置の車両前後方
向後面に設けることが好ましい。
【００５８】
　特に、本実施の形態では、複数の被取付側コネクタのうち、コンポーネントの取付側コ
ネクタが接続されない被取付側コネクタ、つまり、使用されない被取付側コネクタの開口
４１を塞ぐためのカバー７２（図１及び図２参照）が取り付けられる。図１及び図２の例
では、第２被取付側コネクタ１４Ｂの先端部に開口４１を塞ぐためのカバー７２を取り付
けた例を示す。図２において、カバー７２を二点鎖線で示す。なお、カバー７２は、実施
例のように開口４１を覆うものに限定されず、例えばグロメットを被取付側コネクタに差
し込んで塞ぐような構造としても良い。
【００５９】
　また、図５に示すように、使用されないコネクタ（例えば第２被取付側コネクタ１４Ｂ
）については、ハウジング４０を予め設けず、第２挿入口１８Ｂを直接カバー７２で塞ぐ
構成としてもよい。これにより、前記使用されないコネクタは、ハウジング４０を必要と
することなく、部品点数の削減を図ることができる。
【００６０】
　次に、この第１コネクタ構造体１０Ａを組み立てる手順の一例を以下に説明する。以下
の組み立て手順はあくまでも一例であり、その他の手順で組み立ててもよいことは勿論で
ある。
【００６１】
　先ず、例えば第２被取付側コネクタ１４Ｂに第２正極導電部材２６Ｂｐを取り付け、第
３被取付側コネクタ１４Ｃに第３正極導電部材２６Ｃｐを取り付ける。その後、第１筐体
１２Ａの第２挿入口１８Ｂに第２被取付側コネクタ１４Ｂを装着し、第３挿入口（図示せ
ず）に第３被取付側コネクタ１４Ｃを装着する。
【００６２】
　次いで、第１被取付側コネクタ１４Ａの第１支持部材２４Ａ内に第１正極導電部材２６
Ａｐ及び第１負極導電部材２６Ａｎを挿入する。その後、第１正極導電部材２６Ａｐの正
極側延出部３２ｐに第１正極導電板５２Ａｐの正極側長尺部位５４ｐを溶接等で電気的に
接続し、第１負極導電部材２６Ａｎの負極側延出部３２ｎに第１負極導電板５２Ａｎの負
極側長尺部位５４ｎを溶接等で電気的に接続する。この作業は、コネクタ筐体１２が第１
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筐体１２Ａと第２筐体１２Ｂとで分離可能であるため、容易に行うことができる。
【００６３】
　次いで、第２筐体１２Ｂの第１筐体１２Ａ側に４つの接合端子６４ａ～６４ｄを装着す
る。その後、第２筐体１２Ｂを第１筐体１２Ａに装着することで、接合端子６４ａに第３
被取付側コネクタ１４Ｃの第３正極導電板５４Ｃｐが挿入され、接合端子６４ｂに第２被
取付側コネクタ１４Ｂの第２正極導電板５４Ｂｐが挿入され、接合端子６４ｃに第１被取
付側コネクタ１４Ａにおける第１正極導電板５２Ａｐの第１正極側接続部位６０ｐａが挿
入され、接合端子６４ｄに第１被取付側コネクタ１４Ａにおける第２正極側接続部位６０
ｐｂが挿入される。
【００６４】
　次いで、第２筐体１２Ｂの後部におけるヒューズ収容部４４に第１ヒューズ４２Ａ及び
第２ヒューズ４２Ｂを装着する。このとき、第１ヒューズ４２Ａのリード端子４８Ａａが
貫通孔５０を通して接合端子６４ａに挿入されて第３被取付側コネクタ１４Ｃの第３正極
導電板５４Ｃｐと電気的に接続され、第１ヒューズ４２Ａのリード端子４８Ａｂが貫通孔
５０を通して接合端子６４ｃに挿入されて第１被取付側コネクタ１４Ａにおける第１正極
導電板５２Ａｐと電気的に接続される。
【００６５】
　同様に、第２ヒューズ４２Ｂのリード端子４８Ｂａが貫通孔５０を通して接合端子６４
ｂに挿入されて第２被取付側コネクタ１４Ｂの第２正極導電板５４Ｂｐと電気的に接続さ
れ、第２ヒューズ４２Ｂのリード端子４８Ｂｂが貫通孔５０を通して接合端子６４ｄに挿
入されて第１被取付側コネクタ１４Ａにおける第１正極導電板５２Ａｐと電気的に接続さ
れる。
【００６６】
　そして、第２筐体１２Ｂの後部に後部カバー４６を取り付けることで、第１コネクタ構
造体１０Ａが完成する。
【００６７】
　次に、第２の実施の形態に係るコネクタ構造体（以下、第２コネクタ構造体１０Ｂと記
す）について、図６を参照しながら説明する。
【００６８】
　第２コネクタ構造体１０Ｂは、図６に示すように、２つの第１コネクタ構造体１０Ａを
有する。具体的には、一方の第１コネクタ構造体１０Ａにおける筒状部３０の拡開部３８
に、他方の第１コネクタ構造体１０Ａにおける筒状部３０の拡開部３８とは反対側の端部
が挿通され、電気的に接続されている。
【００６９】
　この場合、１つの第１コネクタ構造体１０Ａでは、３つの被取付側コネクタを具備する
ことができるが、この第２コネクタ構造体１０Ｂでは、被取付側コネクタの数をさらに２
つ増やすことができる。すなわち、５つの被取付側コネクタを具備することができる。
【００７０】
　従って、各第１コネクタ構造体１０Ａの上記拡開部３８に別の第１コネクタ構造体１０
Ａにおける筒状部３０の拡開部３８とは反対側の端部を順番につなげていくことで、被取
付側コネクタの数を２つずつ増やすことができる。
【００７１】
　図６の例では、二次元的に第１コネクタ構造体１０Ａを増やした例を示したが、三次元
的に第１コネクタ構造体１０Ａを増やしてもよい。
【００７２】
　ここで、実施例に係る電動車両１００と比較例に係る電動車両２００との比較、特に、
配電分岐構造の比較について図７及び図８を参照しながら説明する。
【００７３】
　先ず、比較例に係る電動車両２００の配電分岐構造は、図７に示すように、例えば車室
内又は床下８０Ａに設置された第１ユニットＵ１と第２ユニットＵ２との間に第１コネク
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タＣＮ１及び第２コネクタＣＮ２が接続される。第１ユニットＵ１には例えば２つの補機
（第１補機ＣＰ１及び第２補機ＣＰ２）が設置され、第２ユニットＵ２には例えば高圧バ
ッテリ装置８２が設置される。ここで、第１補機ＣＰ１及び第２補機ＣＰ２はそれぞれＰ
ＤＵ（パワードライブユニット）であり、高圧バッテリ装置８２は、バッテリ（ＢＡＴＴ
）、メイン・ジャンクション・ブロック（ＭＡＩＮ　Ｊ／Ｂ）及びサブ・ジャンクション
・ブロック（ＳＵＢ　Ｊ／Ｂ）を具備する。
【００７４】
　また、例えば電動車両２００のエンジンルーム８０Ｂに設置された第３ユニットＵ３と
上記第２ユニットＵ２との間には、１２個のコネクタＣＮ３～ＣＮ１４が接続される。第
３ユニットＵ３には例えば５つの補機（第３補機ＣＰ３～第７補機ＣＰ７）が設置される
。
【００７５】
　ここで、第３補機ＣＰ３はＤＣ急速充電／給電ボードであり、第４補機ＣＰ４はＡＣチ
ャージャであり、第５補機ＣＰ５はＰＣＵ（パワーコントロールユニット（電力変換装置
））であり、第６補機ＣＰ６は水加熱ヒータであり、第７補機ＣＰ７は電動コンプレッサ
である。
【００７６】
　そして、高圧バッテリ装置８２と第３補機ＣＰ３とが第３コネクタＣＮ３と第８コネク
タＣＮ８を介して接続され、高圧バッテリ装置８２と第４補機ＣＰ４とが第４コネクタＣ
Ｎ４と第９コネクタＣＮ９を介して接続され、高圧バッテリ装置８２と第５補機ＣＰ５と
が第５コネクタＣＮ５と第１０コネクタＣＮ１０を介して接続される。また、高圧バッテ
リ装置８２と第６補機ＣＰ６とが第６コネクタＣＮ６と第１１コネクタＣＮ１１と第１３
コネクタＣＮ１３を介して接続され、高圧バッテリ装置８２と第７補機ＣＰ７とが第７コ
ネクタＣＮ７と第１２コネクタＣＮ１２と第１４コネクタＣＮ１４を介して接続される。
【００７７】
　このように、比較例に係る電動車両２００の配電分岐構造は、電動車両２００の高圧バ
ッテリ装置８２からそれぞれ１４個のコネクタＣＮ１～ＣＮ１４を介して第１補機ＣＰ１
～第７補機ＣＰ７に分配しており、高電圧の配電が複雑である。しかも、第２ユニットＵ
２内において、高圧バッテリ装置８２からの電力供給を３つ以上のコネクタ（第２コネク
タＣＮ２、第３コネクタＣＮ３、第４コネクタＣＮ４等）に対して行う必要から、メイン
・ジャンクション・ブロック（ＭＡＩＮ　Ｊ／Ｂ）に加えてサブ・ジャンクション・ブロ
ック（ＳＵＢ　Ｊ／Ｂ）が必要となり、高圧バッテリ装置８２が大型化する。
【００７８】
　高圧バッテリ装置８２から電力を配電する経路が多数であることから、急速充電／給電
を行うための第３補機ＣＰ３（ＤＣ急速充電／給電ジャンクション・ブロック）が必要と
なり、配電分岐構造が複雑化、大型化する。
【００７９】
　また、将来的に、エンジンルーム８０ＢにＡＣ室内１００Ｖ給電器（第８補機ＣＰ８）
やＡＣ非接触充電整流器（第９補機ＣＰ９）等がさらに増える可能性がある。この場合、
増加する補機の２倍の個数のコネクタを接続する必要があり、それに応じて配線レイアウ
トもさらに複雑化し、スペース的にも限界が生じるおそれがある。
【００８０】
　また、ニーズに応じて、ＡＣチャージャ（第４補機ＣＰ４）のほか、ＡＣ双方向チャー
ジャ（第１０補機ＣＰ１０）を設置して、第４補機ＣＰ４及び第１０補機ＣＰ１０のいず
れかを選択することも考えられる。しかし、もともと配線レイアウトが複雑であることか
ら、同一車体であっても、仕様に応じて第４補機ＣＰ４及び第１０補機ＣＰ１０のいずれ
かを設置するしかなく、開発効率の低下も懸念される。
【００８１】
　これに対して、実施例に係る電動車両１００の配電分岐構造は、図８に示すように、高
圧バッテリ装置８２と第５補機ＣＰ５（ＰＣＵ）とが第１コネクタ構造体１０Ａによる第
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１マルチコネクタＭＣＮ１と第２マルチコネクタＭＣＮ２を介して接続される。
【００８２】
　そして、第１マルチコネクタＭＣＮ１には、さらに、第４補機ＣＰ４（ＡＣチャージャ
）又は第１０補機ＣＰ１０（ＡＣ双方向チャージャ）が選択的に接続される。第２マルチ
コネクタＭＣＮ２には、さらに、第６補機ＣＰ６（水加熱ヒータ）及び第７補機ＣＰ７（
電動コンプレッサ）が接続される。
【００８３】
　この場合、第１マルチコネクタＭＣＮ１における第１コネクタ構造体１０Ａの高電圧接
続部１６に高圧バッテリ装置８２からの高電圧電線が接続され、例えば第１被取付側コネ
クタ１４Ａに第５補機ＣＰ５につながる高電圧電線が接続され、例えば第３被取付側コネ
クタ１４Ｃに第４補機ＣＰ４の第３コネクタＣＮ３が接続される。第２被取付側コネクタ
１４Ｂは使用されないため、カバー７２が装着される。
【００８４】
　一方、第２マルチコネクタＭＣＮ２における第１コネクタ構造体１０Ａの高電圧接続部
１６に第１マルチコネクタＭＣＮ１からの高電圧電線が接続され、例えば第１被取付側コ
ネクタ１４Ａに第５補機ＣＰ５の取付側コネクタが接続され、例えば第２被取付側コネク
タ１４Ｂに第６補機ＣＰ６の第４コネクタＣＮ４が接続され、第３被取付側コネクタ１４
Ｃに第７補機ＣＰ７の第５コネクタＣＮ５が接続される。
【００８５】
　このように、実施例に係る電動車両１００の配電分岐構造においては、高圧バッテリ装
置８２につながる配線を１本化することができるため、配線のレイアウトの自由度を高め
ることができる。また、高圧バッテリ装置８２にサブ・ジャンクション・ブロック（ＳＵ
Ｂ　Ｊ／Ｂ）を設置する必要がなく、高圧バッテリ装置８２の小型化を図ることができる
。しかも、ＤＣ急速充電／給電ジャンクション・ブロックを搭載する必要もなくなるため
、配電分岐構造を簡略化、小型化することができる。
【００８６】
　また、将来的に、エンジンルーム８０ＢにＡＣ非接触充電整流器（第９補機ＣＰ９）を
増設する場合であっても、使用されていない第１マルチコネクタＭＣＮ１の第２被取付側
コネクタ１４Ｂに接続することができ、新たなコネクタを設置する必要がない。もちろん
、増設する補機が多ければ、第１マルチコネクタＭＣＮ１や第２マルチコネクタＭＣＮ２
を第２コネクタ構造体１０Ｂにて構成すればよく、補機の増設に応じてコネクタを増やす
必要がない。
【００８７】
　すなわち、増設する補機が多くなっても、配線レイアウトの自由度の向上、配電分岐構
造の簡略化、小型化という効果を発揮させることができる。従って、例えばＡＣチャージ
ャ（第４補機ＣＰ４）のほか、ＡＣ双方向チャージャ（第１０補機ＣＰ１０）を設置する
ことが可能となり、仕様に応じて第４補機ＣＰ４及び第１０補機ＣＰ１０のいずれかを設
置するということがなくなる。その結果、同一車体に対して同一装備を図ることができ、
開発効率を高めることができる。
【００８８】
　なお、図８では、第１マルチコネクタＭＣＮ１及び第２マルチコネクタＭＣＮ２を高圧
バッテリ装置８２と第５補機ＣＰ５（ＰＣＵ）等の筐体に取り付けた構造を示しているが
、筐体に取り付けられなくても良い。例えば、ケーブル間に第１マルチコネクタＭＣＮ１
及び第２マルチコネクタＭＣＮ２を設けた配電分岐構造としても良い。
【００８９】
　ところで、図９Ａ及び図９Ｂに模式的に示すように、取付側コネクタ１１０と被取付側
コネクタ１１２との電気的接続においては、取付側コネクタ１１０の第１電極導電部１１
４Ａを構成する第１バスバ１１６Ａと、被取付側コネクタ１１２の第２電極導電部１１４
Ｂを構成する第２バスバ１１６Ｂとを例えばボルト１１８を使用した締結がある。この場
合、部品点数が多くなり、また、ボルト締結のためのスペースを確保する必要もある。こ
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れは設計の自由度に限界があると共に、コストの低減化にも限界がある。
【００９０】
　そこで、第３の実施の形態に係るコネクタ構造体１０Ｃ（以下、第３コネクタ構造体１
０Ｃと記す）は、図１０Ａ～図１０Ｃに模式的に示すように、取付側コネクタ１１０及び
被取付側コネクタ１１２の電極導電部の構成が図９Ａ及び図９Ｂの例と異なる。
【００９１】
　すなわち、取付側コネクタ１１０は、第１電極導電部１１４Ａを構成し、取付方向に延
びる第１バスバ１１６Ａと、第１バスバ１１６Ａに設けられた孔１２０とを有する。
【００９２】
　被取付側コネクタ１１２は、第２電極導電部１１４Ｂを構成し、取付方向に延びる第２
バスバ１１６Ｂと、第２バスバ１１６Ｂの板面１２２から一方向に立ち上がる第１傾斜部
１２４Ａと、第１傾斜部１２４Ａの頂部から第２バスバ１１６Ｂの板面１２２に向かって
延びる第２傾斜部１２４Ｂとを有する。すなわち、第１傾斜部１２４Ａと第２傾斜部１２
４Ｂは、第２バスバ１１６Ｂと一体に形成されている。
【００９３】
　そして、被取付側コネクタ１１２に取付側コネクタ１１０を取り付けたとき、第２バス
バ１１６Ｂの板面１２２と第２傾斜部１２４Ｂとで、第１バスバ１１６Ａを挟持する。
【００９４】
　すなわち、図１０Ａに示すように、例えば取付側コネクタ１１０を被取付側コネクタ１
１２に押し付ける。このとき、第１バスバ１１６Ａの孔１２０と第２バスバ１１６Ｂの第
１傾斜部１２４Ａ及び第２傾斜部１２４Ｂとが対向するように、例えば取付側コネクタ１
１０を被取付側コネクタ１１２に押し付ける。
【００９５】
　その後、図１０Ｂに示すように、第１バスバ１１６Ａの孔１２０に第２バスバ１１６Ｂ
の第１傾斜部１２４Ａの頂部が挿通するように、取付側コネクタ１１０を例えば下方に移
動する。
【００９６】
　その後、図１０Ｃに示すように、今度は、取付側コネクタ１１０を被取付側コネクタ１
１２から離間する方向に移動することで、第１バスバ１１６Ａの下面が第２バスバ１１６
Ｂの板面１２２に沿うように移動し、第１バスバ１１６Ａと第２バスバ１１６Ｂとが組み
付けられる。このとき、第２バスバ１１６Ｂの第２傾斜部１２４Ｂが斜め下向きに曲がっ
ているため、第２傾斜部１２４Ｂの先端部と第２バスバ１１６Ｂの板面１２２とで第１バ
スバ１１６Ａを挟み込む形になり、第１バスバ１１６Ａと第２バスバ１１６Ｂとの接触面
積を増やして導通させることができる。
【００９７】
　なお、被取付側コネクタ１１２から取付側コネクタ１１０を外す場合は、上述と同様に
、取付側コネクタ１１０を被取付側コネクタ１１２に押し付けて、第１バスバ１１６Ａに
対する第２傾斜部１２４Ｂと第２バスバ１１６Ｂの板面１２２との挟持を解除する。その
後、取付側コネクタ１１０と被取付側コネクタ１１２とをさらに互いに離間する方向に移
動させることで、取付側コネクタ１１０を被取付側コネクタ１１２から取り外すことがで
きる。このとき、第２傾斜部１２４Ｂの傾斜面が第１バスバ１１６Ａの取り外し方向の案
内面として機能するため、取付側コネクタ１１０を被取付側コネクタ１１２から容易に取
り外すことができる。
【００９８】
　なお、本実施例では、取付側コネクタ１１０の第１バスバ１１６Ａに孔１２０、被取付
側コネクタ１１２の第２バスバ１１６Ｂに第１傾斜部１２４Ａ及び第２傾斜部１２４Ｂを
設けたが、取付側コネクタ１１０の第１バスバ１１６Ａに第１傾斜部１２４Ａ及び第２傾
斜部１２４Ｂを設け、被取付側コネクタ１１２の第２バスバ１１６Ｂに孔１２０を設けた
構造でも良い。
【００９９】
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　次に、第４の実施の形態に係るコネクタ構造体（以下、第４コネクタ構造体１０Ｄと記
す）について図１１Ａ～図１１Ｃを参照しながら説明する。
【０１００】
　この第４コネクタ構造体１０Ｄは、筐体１３０に対して被取付側コネクタ１３２を着脱
する場合に適用したものである。
【０１０１】
　すなわち、被取付側コネクタ１３２は、第３電極導電部１１４Ｃを構成し、取付方向に
延びる第３バスバ１１６Ｃと、第３バスバ１１６Ｃに設けられた孔１３４とを有する。
【０１０２】
　筐体１３０は、第４電極導電部１１４Ｄを構成し、取付方向に延びる第４バスバ１１６
Ｄと、第４バスバ１１６Ｄの板面１３６から一方向に立ち上がる第３傾斜部１２４Ｃと、
第３傾斜部１２４Ｃの頂部から第４バスバ１１６Ｄの板面１３６に向かって延びる第４傾
斜部１２４Ｄとを有する。すなわち、第３傾斜部１２４Ｃと第４傾斜部１２４Ｄは、第４
バスバ１１６Ｄと一体に形成されている。
【０１０３】
　そして、筐体１３０に被取付側コネクタ１３２を取り付けたとき、第４バスバ１１６Ｄ
の板面１３６と第４傾斜部１２４Ｄとで、第３バスバ１１６Ｃを挟持する。
【０１０４】
　すなわち、上述した第３コネクタ構造体１０Ｃの場合と同様に、被取付側コネクタ１３
２を筐体１３０に押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させることで、筐体１３０
に被取付側コネクタ１３２を強固に接続することができる。筐体１３０から被取付側コネ
クタ１３２を外す場合は、上述と同様に、被取付側コネクタ１３２を筐体１３０に押し付
け、さらに互いに離間する方向に移動させることで、容易に取り外すことができる。
【０１０５】
　なお、本実施例では、被取付側コネクタ１３２の第３バスバ１１６Ｃに孔１３４を設け
、筐体１３０の第４バスバ１１６Ｄに第３傾斜部１２４Ｃ及び第４傾斜部１２４Ｄを設け
たが、被取付側コネクタ１３２の第３バスバ１１６Ｃに第３傾斜部１２４Ｃ及び第４傾斜
部１２４Ｄを設け、筐体１３０の第４バスバ１１６Ｄに孔１３４を設けた構造でも良い。
【０１０６】
　このように、本実施の形態においては、電動車両１００に設置されるコネクタ構造体１
０Ａ、１０Ｂであって、複数のコネクタ（例えば第１被取付側コネクタ１４Ａ～第３被取
付側コネクタ１４Ｃ）と、複数のコネクタ間を電気的に接続するコネクタ間導電部材（例
えば第１正極導電板５２Ａｐ、第１負極導電板５２Ａｎ等）と、コネクタ間導電部材を収
容するコネクタ筐体１２と、を有し、複数のコネクタのうち、使用されないコネクタ（例
えば第２被取付側コネクタ１４Ｂ）にカバー７２が装着されている。
【０１０７】
　予めコネクタを多く設けておくことで、車種や仕様の違いで、コンポーネント数が増え
たとしても、新たにコネクタ形状（構造体全体、バスバー、ヒューズ等）を変更する必要
をなくす、若しくは形状変更を少なくし、設計工数の削減、製造コストの削減を図ること
ができる。
【０１０８】
　コンポーネント数が少ない車種では、使用されないコネクタが存在することになるが、
使用されないコネクタにカバー７２を装着することで、防水・防塵効果を得ることができ
る。
【０１０９】
　本実施の形態において、コネクタ間導電部材は、第１コネクタ（例えば第１被取付側コ
ネクタ１４Ａ）の第１電極導電部（例えば第１負極導電部材２６Ａｎ）と電気的に接続さ
れている第１導電部材（例えば第１負極導電板５２Ａｎ）と、第２コネクタ（例えば第２
被取付側コネクタ１４Ｂ）の第２電極導電部（例えば第２正極導電部材２６Ｂｐ）と電気
的に接続されている第２導電部材（例えば第２正極導電板５４Ｂｐ）と、第１導電部材に
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設けられた第１接続端子（例えば接合端子６４ｂ）と、第２導電部材に設けられた第２接
続端子（例えば接合端子６４ｄ）と、を有する。そして、第１接続端子と第２接続端子に
ヒューズ（例えば第２ヒューズ４２Ｂ）が差し込まれ、且つ、電気的に接続されている。
【０１１０】
　第１接続端子と第２接続端子との間に、ヒューズを差し込み方式で電極的に接続するこ
とで、ヒューズの取り付けが容易になる。また、ボルト等を用いた電気的接続よりもコン
パクトとなり、コネクタ構造体全体の小型化を図ることができる。
【０１１１】
　本実施の形態において、コネクタ筐体１２は、少なくともコネクタを支持する第１筐体
１２Ａと、少なくともヒューズを支持する第２筐体１２Ｂとを、少なくとも有し、第１筐
体１２Ａと第２筐体１２Ｂとが分割可能である。
【０１１２】
　コネクタを支持する第１筐体１２Ａと、ヒューズを支持する第２筐体１２Ｂとを分割可
能とすることで、製造時に、第１導電部材と第２導電部材との電気的接続が容易になる。
【０１１３】
　本実施の形態において、少なくとも１つのコネクタの電極導電部（例えば第１電極導電
部材２６Ａ）は、取り付け方向に延びる筒状であって、且つ、取り付け方向に延びる切欠
き２８を有し、さらに、切欠き２８の部分から外方に延びる延出部３２と、を有し、延出
部３２とコネクタ間導電部材とが電気的に接続されている。
【０１１４】
　コネクタ（例えば第１被取付側コネクタ１４Ａ）の電極導電部（例えば第１電極導電部
材２６Ａ）を筒状とし、且つ、取り付け方向に延びる切欠き２８を設けることで、筒状の
電極導電部に相手側コネクタ（例えば取付側コネクタ３４）の電極導電部３６を取り付け
る際に、上記筒状の電極導電部が径方向に拡張するように弾性変形することから、筒状の
電極導電部に相手側コネクタの電極導電部３６を容易に取り付けることができる。これは
、筒状の電極導電部を相手側コネクタの電極導電部３６に取り付ける場合も同様である。
【０１１５】
　また、電極導電部の切欠き２８の部分から延出する延出部３２を設けることで、延出部
３２とコネクタ間導電部材とを容易に接続することができる。
【０１１６】
　この場合、上述したように、コネクタの電極導電部を筒状とし、且つ、取り付け方向に
延びる切欠き２８を設けているため、延出部３２とコネクタ間導電部材とを接続した後、
筒状の電極導電部に相手側コネクタの電極導電部３６を取り付ける際に、コネクタ間導電
部材が接続された延出部３２を基点として、筒状の電極導電部が径方向に拡張するように
弾性変形することから、筒状の電極導電部に相手側コネクタの電極導電部３６を容易に取
り付けることができる。
【０１１７】
　本実施の形態において、筒状の端部は、取り付け方向と直交する方向に広がり、且つ、
取付側コネクタ３４の電極導電部３６の端部が挿通される拡開部３８を有する。
【０１１８】
　取付側コネクタ３４の電極導電部３６の端部を筒状の拡開部３８に挿通することで、ボ
ルト接続等を用いることなく、第１被取付側コネクタと取付側コネクタとの接続ができ、
部品点数の削減、接続作業の簡単化を図ることができる。
【０１１９】
　本実施の形態において、一方のコネクタ構造体１０Ａにおける筒状の拡開部３８に、他
方のコネクタ構造体１０Ａにおける筒状の拡開部３８とは反対側の端部が挿通され、電気
的に接続されている。
【０１２０】
　電動車両１００に搭載される補機の数の増加を想定して、コネクタの数を予め多く設け
る方法も有効であるが、その他、一方のコネクタ構造体１０Ａにおける筒状の拡開部３８
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に、他方のコネクタ構造体１０Ａにおける筒状の拡開部３８とは反対側の端部を挿通し、
電気的に接続することで、コネクタの数を容易に増加させることができる。
【０１２１】
　本実施の形態において、取付側コネクタ１１０の第１電極導電部１１４Ａ若しくは被取
付側コネクタ１１２の第２電極導電部１１４Ｂの一方は、取り付け方向に延びる板状の第
１バスバ１１６Ａと、第１バスバ１１６Ａに設けられた孔１２０と、を有する。また、取
付側コネクタ１１０の第１電極導電部１１４Ａ若しくは被取付側コネクタ１１２の第２電
極導電部１１４Ｂの他方は、取り付け方向に延びる第２バスバ１１６Ｂと、第２バスバ１
１６Ｂの板面１２２から一方向に立ち上がる第１傾斜部１２４Ａと、第１傾斜部１２４Ａ
の頂部から第２バスバ１１６Ｂの板面１２２に向かって延びる第２傾斜部１２４Ｂと、を
有し、第２バスバ１１６Ｂの板面１２２と第２傾斜部１２４Ｂとで、第１バスバ１１６Ａ
を挟持する。
【０１２２】
　取付側コネクタ１１０と被取付側コネクタ１１２とを押し付け、さらに互いに離間する
方向に移動させることで、強固に接続することができる。被取付側コネクタ１１２から取
付側コネクタ１１０を外す場合は、上述と同様に、取付側コネクタ１１０と被取付側コネ
クタ１１２とを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させることで、容易に取り外
すことができる。
【０１２３】
　本実施の形態において、被取付側コネクタ１３２若しくは筐体１３０の一方は、取り付
け方向に延びる板状の第３バスバ１１６Ｃと、第３バスバ１１６Ｃに設けられた孔１３４
と、を有する。また、被取付側コネクタ１３２若しくは筐体１３０の他方は、取り付け方
向に延びる第４バスバ１１６Ｄと、第４バスバ１１６Ｄの板面１３６から一方向に立ち上
がる第３傾斜部１２４Ｃと、第３傾斜部１２４Ｃの頂部から第４バスバ１１６Ｄの板面１
３６に向かって延びる第４傾斜部１２４Ｄと、を有し、第４バスバ１１６Ｄの板面１３６
と第４傾斜部１２４Ｄとで、第３バスバ１１６Ｃを挟持する。
【０１２４】
　筐体１３０と被取付側コネクタ１３２とを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動
させることで、被取付側コネクタ１３２を筐体１３０に強固に接続することができる。筐
体１３０から被取付側コネクタ１３２を外す場合は、上述と同様に、筐体１３０と被取付
側コネクタ１３２とを押し付け、さらに互いに離間する方向に移動させることで、容易に
取り外すことができる。
【０１２５】
　ボルト等の締結部材を使用することなく、被取付側コネクタ１３２と筐体１３０とを接
続固定することができ、部品点数の削減、接続作業の簡単化を図ることができる。
【０１２６】
　本実施の形態において、第１傾斜部１２４Ａと第２傾斜部１２４Ｂは、第２バスバ１１
６Ｂと一体に形成され、第３傾斜部１２４Ｃと第４傾斜部１２４Ｄは、第４バスバ１１６
Ｄと一体に形成されている。
【０１２７】
　これにより、第２バスバ１１６Ｂ（第４バスバ１１６Ｄ）に対する打抜き加工によって
、第２バスバ１１６Ｂ（第４バスバ１１６Ｄ）に第１傾斜部１２４Ａ（第３傾斜部１２４
Ｃ）と第２傾斜部１２４Ｂ（第４傾斜部１２４Ｄ）を容易に形成することができ、コスト
削減に寄与する。
【０１２８】
　本実施の形態において、複数のコネクタのうち、使用されないコネクタを除く１以上の
コネクタは、外周を保護するハウジング４０が装着され、複数のコネクタのうち、使用さ
れないコネクタは、予めハウジング４０の代わりにカバー７２が装着されていてもよい。
例えば、ハウジング４０を予め設けず、ハウジング４０の挿入口を直接カバー７２で塞ぐ
構成としてもよい。これにより、使用されないコネクタはハウジング４０を必要とするこ
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となく、部品点数の削減を図ることができる。
【０１２９】
　さらに、本実施の形態に係る電動車両１００は、上述した第１コネクタ構造体１０Ａ～
第４コネクタ構造体１０Ｄのいずれか１つ以上を具備する。
【０１３０】
　これにより、電動車両１００に搭載される補機の数に応じて、コネクタ構造体に設置さ
れるコネクタの数を容易に増減することができ、補機の数が多い車種にも容易に対応する
ことができる。
【０１３１】
　本実施の形態において、第１コネクタ構造体１０Ａ～第４コネクタ構造体１０Ｄは、電
力変換装置又はバッテリの筐体に取り付けられている。これにより、電力変換装置又はバ
ッテリに直接取り付けることで、部品点数の削減が可能となる。また、車種違いでもコネ
クタ形状の共用化が可能であり、高電圧筐体の取り付け点も共用可能である。その結果、
高電圧筐体設計の工数の削減が可能となる。
【０１３２】
　本実施の形態において、第１コネクタ構造体１０Ａ～第４コネクタ構造体１０Ｄは、電
力変換装置の車両前後方向後面に設けられていてもよい。コネクタ構造体は、複数の高電
圧コネクタが接続される。コネクタ構造体を電力変換装置の後面に設けることで、前面衝
突が起こった場合でも、コネクタ構造体の破断や、コネクタ嵌合が外れて高電圧部が露出
することを補強材等の削減を図りつつ効果的に防ぐことができる。
【０１３３】
　なお、この発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、この発明の主旨を
逸脱しない範囲で自由に変更できることは勿論である。
【符号の説明】
【０１３４】
１０Ａ～１０Ｄ…第１コネクタ構造体～第４コネクタ構造体
１２…コネクタ筐体　　　　　　　　　　１２Ａ…第１筐体
１２Ｂ…第２筐体　　　　　　　　　　　１４Ａ…第１被取付側コネクタ
１４Ｂ…第２被取付側コネクタ　　　　　１４Ｃ…第３被取付側コネクタ
２６Ａ…第１電極導電部材　　　　　　　２６Ａｎ…第１負極導電部材
２６Ａｐ…第１正極導電部材　　　　　　２６Ｂ…第２電極導電部材
２６Ｂｐ…第２正極導電部材　　　　　　２６Ｃ…第３電極導電部材
２６Ｃｐ…第３正極導電部材　　　　　　２８…切欠き
３０…筒状部　　　　　　　　　　　　　３２…延出部
３２ｎ…負極側延出部　　　　　　　　　３２ｐ…正極側延出部
３４…取付側コネクタ　　　　　　　　　３６…電極導電部
３８…拡開部　　　　　　　　　　　　　４０…ハウジング
４１…開口　　　　　　　　　　　　　　４２Ａ…第１ヒューズ
４２Ｂ…第２ヒューズ　　　　　　　　　４４…ヒューズ収容部
５２Ａｎ…第１負極導電板　　　　　　　５２Ａｐ…第１正極導電板
５４Ｂｐ…第２正極導電板　　　　　　　５４Ｃｐ…第３正極導電板
６４ａ～６４ｄ…接合端子　　　　　　　７０、１３０…筐体
７２…カバー　　　　　　　　　　　　　８０Ａ…車室内又は床下
８０Ｂ…エンジンルーム　　　　　　　　８２…高圧バッテリ装置
１００…電動車両　　　　　　　　　　　１１０…取付側コネクタ
１１２、１３２…被取付側コネクタ　　　１１４Ａ…第１電極導電部
１１４Ｂ…第２電極導電部　　　　　　　１１４Ｃ…第３電極導電部
１１４Ｄ…第４電極導電部　　　　　　　１１６Ａ…第１バスバ
１１６Ｂ…第２バスバ　　　　　　　　　１１６Ｃ…第３バスバ
１１６Ｄ…第４バスバ　　　　　　　　　１２０、１３４…孔
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１２２、１３６…板面　　　　　　　　　１２４Ａ…第１傾斜部
１２４Ｂ…第２傾斜部　　　　　　　　　１２４Ｃ…第３傾斜部
１２４Ｄ…第４傾斜部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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